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はじめに

この懇談会は、市の男女共同参画施策を推進するための第５次

男女共同参画行動計画が期間終了に先立ち、令和３年度から始

まる（仮称）第６次男女共同参画行動計画について、市長から諮

問を受けた小金井市男女平等推進審議会が、審議を重ね作成し

た素案について、市民の皆さまへご説明し、理解を深めていただく

とともに、広くご意見を伺うため開催するものです。
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➊ 計画策定にあたって

V 新たな法律や社会情勢の変化に対応するとともに、これまでに取り組んできた施策をさらに推

進・発展させるための指針として「（仮称）小金井市第６次男女共同参画行動計画」を策

定します。

V 小金井市では、「男女平等都市宣言」や「小金井市男女平等基本条例」の制定、５次にわ

たる「男女共同参画行動計画」の策定など、男女が対等な立場で活躍できる場を広げてきまし

た。

V しかしながら、依然として根強く残る固定的な性別役割分担意識のほか、配偶者等からのさ

まざまな形での暴力、ワーク・ライフ・バランスの推進、多様性に関する理解、政策・方針決定

過程への女性の参画率のさらなる向上など取り組まなければならない課題は多く、それらに対

応する法律の制定や改正も行われています。

βϓοχ◕ Υᾤ ρΰο τ ήϦʺꜛϣχӪ◘τϢϥᾤ ρ Ϭ ṉβϥṐ

ᵓΥᶎ ήϦϥάρτϢϤʺ Υỡ τ Ϭắ׃ ΰʺΤνʺ Ϭ Τκ›Ξּזᵓ

（小金井市男女平等基本条例第２条）

平成11(1999) 年に公布施行された「男女共同参画社会基本法」において、少子高齢化の進

行等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女共同参画社会の実現

は21世紀の我が国における最重要課題の一つとして位置づけられています。
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❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き
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ṕH30.5 Ṗ

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

●衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動

の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを

目指して行われるものとする。

●男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。

●家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。

●地方公共団体における実態の調査及び情報の収集等を行うよう努め

るものとする。

●国⺠の関⼼と理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うよう努める

ものとする。

●政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進

めることができる環境の整備を行うよう努めるものとする。

●⼈材の育成及び活⽤に資する施策を講ずるよう努めるものとする。

ṕồ27.9 Ṗ

《基本方針の変更（R1.12 ）》

ʾ χ Ộ ᶨτΣΪϥᶨ τḩβϥ χ῝ ϒχ Ṝ

ʾ χ Ộ ᶨτΣΪϥᶨ χ τ ớ τ︡Ϥ ϚḼỘχ ϒχ Ṝ

ʾ ḼỘτΣΪϥ“ ὓᵊχ├ χ ϒχ Ṝ

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

●女性に対する採⽤、昇進等の機会の積極的な提供及びその活⽤と、性別に

よる固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行わ

れること。

●職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業

生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。

●女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本⼈の意思が尊重されるべき

こと。

●当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策

定（努力義務）。

●地域の特性を踏まえた主体的な取り組みを推進する。また、女性やその家族か

らの相談・助言等に努めることとする。

●地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組

織することができることとする（任意）。



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き

ṕH13 .10 Ṗ
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《基本方針の変更（R2.３）》

ʾⱪ ẃ ♁ ├ẉό ἌּיΤϣχ χ ᵲּיχ ῐ ├χếᴟϬ ϥθϛʺⱪ ẃ ρ σḩ ΥΚϥρ

ήϦϥ͙ͫχ ᵲּיχ σ ῐΥ“ϩϦϥϢΞʺ ῀τ ὀʾẸ βϓΦḩἰṐḩρΰοⱪ Υ

ᶎᴟʻ

̞ζχ ῐχ ρΰο ᵲּיχ ᴪ ΥḯϘϦϥάρϜ ᶎᴟ

ṕR1.6 Ṗ

Ṯ ṯ

ẇ他法他施策優先の取扱いの見直し

ẇ一時保護委託の対象拡大と積極的活⽤

ẇ婦⼈保護施設の周知・理解、利⽤促進

ẇ携帯電話等の通信機器の使⽤制限等の見直し

ẇ広域的な連携・⺠間支援団体との連携強化

●ＳＮＳを活⽤した相談体制の充実

●一時保護解除後のフォローアップ体制等の拡充

●児童相談所との連携強化等

●婦⼈保護事業実施要領の見直し

●母子生活支援施設の活⽤促進



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き
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ṕờ1.12 Ṗ

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

①声を上げられない当事者に寄り添い、

②多様な性のあり方を尊重し合う風土を醸成し、

③オール東京で誰もが輝ける社会を実現する。

①相談・支援体制の充実

②啓発・教育の推進

③職員理解の推進

④庁内外の取組の推進

《課題認識》

ʾ Ⱨּיχ ΨΥ τϜ ΥπΦγʺԁ π ϙϬ Πʺ ḧḩἰϬḯϚּזᵓⱢᾛΤϣᾩ ΰΥκ

ʾ ⱧּיψᾋΠτΨΜ ∕πΚϥθϛʺ ӤχӪ꜡Υ ϩϤτΨΨʺ₉ϤⱧχᵔὨΥ₉

ʾ ꜛ ẉό ◙ΰτḩβϥ☼├Ϭ ΰοΜΨθϛʺ ԁ ϋρϤχ ᵔϬ οΜΨάρΥ

ṕồ29.3 Ṗ

Ṯ ṯ Ṯ ṯ

①男女が、性別により差別されることなく、その⼈権が尊重される社会

②男女一⼈ひとりが、自立した個⼈としてその能力を十分に発揮し、多様な

生き方が選択できる社会

③男女が家庭生活及び社会活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合

う社会

●働く場における女性に対する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の促進

●働き方の見直しや、男性の家庭生活への参画促進等を通じたライフ・ワーク・

バランスの実現

●地域社会とのかかわりを通じた働く場にとどまらない活動機会の拡大

●男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた多様な主体による取組



❸ 計画の位置づけ

男女共同参画計画・ＤＶ対策基本計画および女性活躍推進計画の３計画を一体的に策定

ặВֿ֓ ặר ᾍ Ḩ

男女共同参画社会基本法

女性活躍推進法

（女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律）

配偶者暴力防止法

（配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律）

Кὦ
男女共同参画を推進していくための施策の基
本的方向や具体的な内容を定める計画

女性の職業生活における活躍を進めるための計画
・推進計画
・事業主行動計画

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自
立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護を図る計画

ᶮ

第４次男女共同参画基本計画

Ｈ27.12策定

（10年間を見越した方針と5年間の実施計画）

基本方針 Ｈ27.9 閣議決定

（女性の職業生活における活躍の推進に関する

基本方針）

基本方針 Ｈ25.12策定

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等のための施策に関する基本的な方針）

東京都女性活躍推進計画（東京都男女平等参画推進総合計画）

H29 年３月策定

東京都配偶者暴力対策基本計画

（東京都男女平等参画推進総合計画）

H29年３月策定

⁸

第５次男女共同参画行動計画

計画期間：Ｈ29年度～R2年度

- （市町村女性活躍推進計画） （市町村配偶者暴力対策基本計画）

̌ ặВֿ֓ Ҳ
̉ᴇ ̉ᴇ ₴↓
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❹ 市の現状

⼈口

市の⼈口は増加傾向にあり、令和２年1月1日現在、122,306 ⼈と
なっています。

男女別にみると、男女の差は年々増加しており、平成31年以降は女
性が1,500 ⼈以上多くなっています。

資料：住⺠基本台帳（各年１月１日）

年齢構成

資料：住⺠基本台帳（各年１月１日）
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年齢３区分別⼈口の推移をみると、令和２年現在、年少⼈口は
15,011 ⼈、生産年齢⼈口は81,435 ⼈、高齢者⼈口は25,860 ⼈
となっており、平成28年からどの年代もおおむね増加傾向がみられます。



❹ 市の現状

就業状況

資料：国勢調査（平成27年）

女性の年齢５歳階級別労働力率

資料：国勢調査（平成27年）

市⺠の就業の状況をみると、女性就業者は22,446 ⼈、男性就業者
は29,609 ⼈となっており、男性が女性よりも7,163 ⼈多くなっています。

女性の５歳階級別の労働力率をみると、出産・育児期にあたる30歳
代を中⼼に労働力率が減少するいわゆるＭ字型となっています。

市の女性の労働力率は東京都よりも高く、国よりも低い状況にありま
すが、25～29歳からの労働力率の減少の幅が国や東京都よりも大き
くなっています。
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❺ アンケート結果

男女平等観（各分野における《男性優遇》の割合）

【実施概要】 調査対象：市内に居住する18歳以上の男女個⼈2,000 ⼈
調査期間：令和元年10月１日（火）～10月15 日（火）
回収結果：711 票／2,000 票（有効回収率：35.6 ％）

多くの場面で《男性優遇》という評価になっており、特に「社会通念・慣
習・しきたりなど」や「政治の場」における《男性優遇》の評価は、男女と
も７割以上、「社会全体」においても６割以上と高く、依然として男性
優遇社会であると感じている市⺠が多いことが分かります。
また、《男性優遇》はいずれの項目でも女性の方が多く、平等感には男
女差が現れています。
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女性と職業

男女とも「結婚や出産にかかわりなく、継続して仕事をもつほうがよい」
が半数を超えていて、女性が仕事を持つことに対する意識は高い傾向
にあることが分かります。
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❺ アンケート結果

ワーク・ライフ・バランス

【実施概要】 調査対象：市内に居住する18歳以上の男女個⼈2,000 ⼈
調査期間：令和元年10月１日（火）～10月15 日（火）
回収結果：711 票／2,000 票（有効回収率：35.6 ％）

仕事に携わる時間は、８時間以上が女性で30.7 ％、男性で52.8 ％
となっており、特に男性は「10時間以上」でみても27.2 ％と高く、長時
間労働の傾向があります。
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しかし、生活における優先度の理想をみると、理想の生活の優先度は、
男女とも「『仕事』と『家庭生活』と『地域・個⼈の生活』をともに優先し
たい」が比較的高くなっています。

男女平等社会を実現するために重要だと
思う市の施策（上位５項目）※経年比較

男女平等社会を実現するために重要だと思う市の施策は、「子育て支
援策の充実」が高くなっています。また、平成28年に実施した同調査と
の比較では、「学校で平等意識を育てる教育の充実」が高い結果とな
りました。
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⼈権尊重

❻ 第６次行動計画の理念・重要なテーマ

⼈権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする

男女共同参画の実現をめざして

暴力のない社会、さらには、女性、男性、子ども、高齢者、障がい者、外国
⼈、性的指向や性自認等、あらゆる⼈々の多様性を認め合い、自らの意
思によりその個性と能力を発揮する機会が保証されること、⼈が⼈として尊
重され、健康を享受し、共に参画する社会は、男女共同参画社会の実現
の基本となるものです。

（仕事と生活の調和）

ワーク･ライフ・バランス

12

少子高齢化、⼈口減少社会の中で今後も持続可能な社会を築いていく
ための重要な課題となっています。地域や職場で活躍する女性を増やして
いくためには、男性の家事・育児等への参画を促す取組みとして、長時間
労働の改善や育児介護休業制度等への理解を進めていくことは、固定的
な性別役割分担意識の解消を図る男女共同参画社会の実現に向けて
欠かせないものです。



1 ⼈権尊重・男女平等意識の普及・浸透

（１）⼈権・男女平等の意識改革の推進

（２）男女共同参画の基盤となる⼈権の尊重

（３）多様性への理解の推進

２ 男女共同参画を推進する教育・学習の推進
（１）教育の場における男女平等教育の推進

（２）生涯を通じた男女平等教育の推進

３ 配偶者等からの暴力の防止と被害者支援

（１）配偶者等からの暴力の未然防止の意識づくり

（２）被害者支援の推進

（３）相談・連携体制の整備・充実

４ ストーカーやハラスメント、虐待等への適切な対応と対策 （１）ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等への対策の推進

５ 生涯を通じた⼼と身体の健康支援
（１）女性のライフステージに応じた健康づくり

（２）性差や年代に応じた⼼と体の健康づくり

６様々な困難を抱えた女性等が安⼼して暮らせる環境の整備
（１）各家庭の状況等に応じた支援

（２）自立した生活への支援

１家庭における男女共同参画の推進

（１）育児支援体制の整備

（２）男性の家庭・地域活動への参画促進

（３）介護等への支援体制の整備

２働く場における男女共同参画の推進
（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向けた環境づくり

（２）働く場における男女平等の推進

３ 女性の活躍と多様な働き方への支援 （１）女性の就労に関する支援

４ 市⺠がともに参画する地域づくりや市⺠活動の促進 （１）地域づくり活動における男女共同参画の推進

１ 政策・方針決定過程への男女の参画 （１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２ 市⺠参加・協働による男女共同参画の推進 （１）市⺠参加・協働による事業展開

３ 推進体制の充実・強化
（１）庁内の男女平等の推進

（２）計画の推進体制の強化

❼ 計画の体系

ŹƋ
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❽ 取り組みの内容

ể

ʺ ֝ Кὦ

➊⼈権尊重・男女平等意識の
普及・浸透

⼈権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進／講演会等の開催

メディア・刊行物等への配慮／⼈権尊重における相談対応の充実

多文化共生のまちづくり／多様性への理解の促進

❷男女共同参画を推進する
教育・学習の推進

幼少期や学校教育における男女平等教育・学習の推進／

家庭における教育・学習の推進／地域・社会における教育・学習の推進

❸配偶者等からの暴力の防止と
被害者支援

ＤＶの防止に向けた情報提供や啓発、早期発見／若い世代への啓発・教育

／安全確保と自立支援の実施／相談体制の整備・充実／連携体制の充実

❹ ス ト ー カ ーや ハ ラ ス メ ン ト、
虐待等への適切な対応と対策

ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、虐待等の防止対策・支援等の充実／

虐待等の防止対策・支援等の充実

❺生涯を通じた⼼と身体の
健康支援

母子保健事業等の推進／健康づくりの推進／健康と性に関する学習・啓発の

充実

❻様々な困難を抱えた女性等
が安⼼して暮らせる環境の整備支援が必要な家庭への各種サポート／各種相談支援の実施

14

※赤字は重点施策



❽ 取り組みの内容

Ễ

ʺ ֝ Кὦ

➊家庭における男女共同参画
の推進

地域での子育て支援体制の充実／男性の家事・育児・介護への参画促進／

男性の地域活動への参画促進／高齢者・障がい者等への社会的支援の充実

❷働く場における男女共同参画
の推進 誰もが働きやすい職場づくりの促進／雇⽤の場における男女共同参画

❸女性の活躍と多様な働き方
への支援 女性の就業支援・起業支援／農業・自営業等における男女共同参画の推進

❹市⺠がともに参画する
地域づくりや市⺠活動の促進 地域活動団体等の活動促進／地域における女性のエンパワーメントの拡大
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※赤字は重点施策



❽ 取り組みの内容

ễ

ʺ ֝ Кὦ

➊政策・方針決定過程への
男女の参画 男女の市政参画の促進

❷市⺠参加・協働による
男女共同参画の推進 市⺠や地域団体との協働／参画を促す環境づくり

❸推進体制の充実・強化 市職員や教職員の男女平等に向けた環境整備／計画推進体制の整備
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※赤字は重点施策



おわりに
本日の市⺠懇談会のほかに、今後、パブリックコメントも実施する予定です。

ぜひ、その機会にもご意見をお寄せください。

～パブリックコメントについて～
●月●旬～ ●月●旬予定。
素案について、多くの皆さまからご意見をいただくため実施するものです。
詳しくは、市報●月号・市ホームページをご覧ください。

本日はありがとうございました。


